
（参考様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
生産性向上の取組予定（ＩＣＴの活用）について

工事名 ： 

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称：          　 　  　　　　　   　　　　

【設計金額１億円以上の土木一式工事の場合】

(4)生産性向上の取組（ＩＣＴの活用）

	当該工事における生産性向上の取組（ＩＣＴの活用）について

（いずれかの□に必ず印を付し、実施する内容（要領等において種別の区分があるものは種別まで）を記載すること。また、ＩＣＴ全面活用、ＩＣＴ部分活用を実施する場合は、実施する施工プロセスの□に必ず印を付すこと。）
	(1)
	□この工事において、ＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施します。

　活用する具体的な工種・種別、施工プロセス

・（　　　　　　　　　）□① □② □③ □④ □⑤※2

・（　　　　　　　　　）□① □② □③ □④ □⑤※2

・（　　　　　　　　　）□① □② □③ □④ □⑤※2

※1　記入欄が足りない場合は行を追加して記載すること。

※2　施工プロセスの①～⑤は次のとおりである。

　　　①３次元起工測量

　　　②３次元設計データ作成

　　　③ＩＣＴ建設機械による施工

　　　④３次元出来形管理等の施工管理

　　　⑤３次元データの納品



	
	(2)
	□この工事において、(1)以外の方法で生産性向上に資するＩＣＴを活用します。

　活用する具体的な工種・種別や技術



	
	(3)
	□いずれも活用しません。




注　評価基準は以下のとおりとする。

　（要領等）

　　宇和島市ＩＣＴ活用工事実施要領

　　工事を所管する部署に関係する、愛媛県及び国土交通省等が定める最新の要領

　（考え方）

　(1)　ＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施：10点

　　　市、県又は国の要領で定める工種・種別において要領に記載の施工プロセスによりＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施する場合

　　施工プロセス：①３次元起工測量、②３次元設計データ作成、③ＩＣＴ建設機械による施工、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品の各段階をいう。

　　ＩＣＴ全面活用：市、県又は国の要領で施工プロセス①～⑤の全てが活用可能と定められている工種・種別において、施工プロセスの全てを実施

　　ＩＣＴ部分活用：市、県又は国の要領で施工プロセス①～⑤が部分的に活用可能と定められている工種・種別において、定められた施工プロセスを実施

　　※(1)を選択している場合、具体的な工種・種別の内容は、市、県又は国の要領に定めのある工種・種

別及び施工プロセスについて記載例を参考に記入すること。

　　　　　【記載例】

　　　　　　・（　土工（掘削工）　　　）　☑① ☑② ☑③ ☑④ ☑⑤

　　　　　　・（　作業土工（床掘工）　）　☑① ☑② ☑③ □④ ☑⑤

　　　　　　・（　擁壁工　　　　　　　）　☑① ☑② □③ ☑④ ☑⑤

　　※(1)を選択し、記入したものが次のいずれかにあてはまる場合は実施内容により「(2)その他のＩＣＴを活用」又は「(3)いずれも活用しない」に評価する。

　　　　　　ア) 市、県又は国の要領に定めのない工種・種別の場合

　　　　　　イ）市、県又は国の要領で定める施工プロセスを実施しない場合

　　　　　　ウ）出来形管理を必要としない任意仮設等にかかる作業の場合

　　※土工の場合、市、県又は国の要領に定められている工種・種別のうち１種別以上で実施すれば評価する。

　　※舗装工の場合、路盤工又はアスファルト舗装工等のみの実施でも評価する。

　　※市、県又は国の要領に定めのない工種・種別又は施工プロセスで実施する場合、ＩＣＴ全面活用、ＩＣＴ部分活用として評価しない。

　(2)　その他のＩＣＴを活用：３点

　　　市又は県の要領で定める「その他ＩＣＴ活用」を実施する場合

　　　当該工事で活用する工事・種別（要領等において種別の区分があるものは必ず種別まで）やＩ

ＣＴ技術を具体的に記載すること。

《評価できる事例》

　(ア)10点に該当しない施工プロセスで実施する場合

　(イ)全ての段階確認、材料確認及び立会について、遠隔臨場で実施する場合。ただし、監督員との協議により現場で実施する場合及び省略する場合は除く。

　　　(ウ)ワンマン測量を実施する場合

　　　(エ)基礎工事等において、施工精度をリアルタイムで監視できるシステム等を用いて精度管理を行う場合

　　　(オ)その他、上記に類する場合（実施内容を具体的に記入すること。）

　・発注する工事が宇和島市ＩＣＴ活用工事実施要領の対象工事であるかどうかに関わらず、本項目

の対象とし、実施する内容に応じて評価する。

　・実施することとしていた生産性向上の取組（ＩＣＴの活用）について、受注者の責により実施しなかった場合は、工事成績評定要領細則に基づき、当該工事の工事成績評定点を減点する。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
